
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

くまがや市商工会（法人番号 8030005014464） 

熊谷市     （地方公共団体コード 112020） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3 月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者の経営環境の変化に対応したビジネスモデルの再構築を支援す

る 

【目標②】小規模事業者の地域性を活かした商品づくりや「ブランド力」の向上を支援

する 

【目標③】小規模事業者のデジタルテクノロジーやデータを活用した経営の効率化（販

路開拓や業務効率化）を支援する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が経営環境の変化を把握することを目的に、地域経済分析システム

（RESAS）を活用した「地域の経済動向分析」を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の地域性を活かした商品開発やブラッシュアップを支援するため、「観

光客向け商品調査」を実施する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営環境の変化に対応したビジネスモデルの再構築に向けて、小規模

事業者自身が自社の強みや経営課題等を客観的に把握するための「経営分析（財務分

析及び非財務分析）」を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ、

ビジネスモデルの再構築に資する事業計画策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「彩の国ビジネスアリーナの出展支援」や

「IT を活用した販路開拓の個社支援」、「SNS を活用した販売促進支援」、「カタログに

よる販売促進支援」を実施する。 

連絡先 

くまがや市商工会 妻沼本所 

〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼 1706-1 

TEL: 048-588-0140  FAX: 048-588-0033 

E-mail: kumagaya@syokoukai.jp 

熊谷市 産業振興部 商業観光課 

〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町 2-47-1 

TEL: 048-524-1111（代表）内線 499  FAX: 048-525-9335  

E-mail: shogyokanko@city.kumagaya.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 熊谷市の概況 

熊谷市（以下、当市）は、関東平野の中央、埼玉県の北部に位置する。市域は東西に約 14km、南北に約

20km、面積 159.82k ㎡である。東は行田市、鴻巣市、西は深谷市、南は東松山市、吉見町、滑川町、嵐山

町、北は群馬県に接している。東京都心までは、50～70km 圏にある。 

市の南部に荒川が流れ、北部に利根川が流れている。市域のほとんどが平坦な地形であるが、荒川右岸

は、比企丘陵の北縁に当たり少し標高が高くなっている。 

交通では、東西に国道 17 号・17 号バイパス、南北に国道 407 号が走り、この他国道 140 号、国道 125

号も市内から分岐している｡中山道の宿場から発展した熊谷は、現在も交通の要衝になっている｡ 

電車では、JR 熊谷駅から東京駅まで上越・北陸新幹線で約 40 分、在来線では上野駅や新宿駅まで 60

分台で行くことができる。また、熊谷駅は秩父方面や羽生方面からの秩父鉄道も乗り入れている。 

 

  
出典：熊谷市観光協会「まっぷる KUMAGAYA」 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17（2005）年に熊谷市、妻沼町、大里

町が合併。さらに、平成 19（2007）年に江南

町が編入された。この影響で、市内には、熊

谷商工会議所とくまがや市商工会（以下、当

会）の 2 つの商工団体がある。 
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ものと予想される。 

今後当会としても、熊谷商工会議所と協力して設立した「ものつくり熊谷」を有効活用して、中小企業

の企業間連携や共同研究・開発による販路拡大等にも取り組む予定である。 

 

ⅲ_建設業 

管内の建設業者をみると、多くは小規模事業者である。これらの事業者は、ゼネコンやハウスメーカー

等の下請け業者であることが多く、直で仕事を受けることが少ないため、利益を出し辛い体質となってい

る。また、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源が乏しい。 

 また、慢性的な人材の確保・育成に悩んでいる建設業者も多い。建設業者は技術的・労働的な専門知識

を要する職種が多く、その人材を確保することや、新規参入者の育成・若手人材の育成が困難であること

がその要因となっている。また、今の若者は賃金や昇進といった条件以上に、土日休み等の福利厚生の条

件に重点を置いており、工事の進捗状況によっては休みが取りづらい建設業は敬遠される。 

さらに、近年の原油価格等の高騰や原材料高への対応も必要である。建設業は大規模なプロジェクトが

多く、コストの抑制と生産性の向上が必要である。また、環境配慮などによるコスト増加もあり、経営面

の効率化が求められる。これに合わせて、建設業は環境への負荷が大きく、社会の関心も高い。そのため、

環境対応の取組が必要であり、建材の再利用や再生利用、省エネルギーの推進などが求められる。 

 今後の建設業を見据えると、建設業界は社会・経済情勢の変化に影響を受けるため、事業環境の変化に

迅速かつ的確に対応する能力が求められる。また、建設業は危険が伴う作業が多く、事故の発生が避けら

れない場合があるため、適切な安全対策を徹底することが必要である。 

 

キ 今後 5 年間で小規模事業者の経営環境に影響を与える出来事 

(a)熊谷スマートシティ宣言 

 令和 5（2023）年 7 月 4 日、熊谷市は「熊谷スマートシティ宣言～デジタルと人の力で、社会を前に進

めていく～」を行った。本宣言で描く未来は、「デジタル技術を活用し、誰もが自立的に幸せを追い求め

ることのできる未来」である。 

 上記に向けた取組のひとつとして、地域電子通貨を発行する。一つ目は市内の加盟店で使える地域電子

マネー「クマ PAY」で 2023 年 11 月に導入する。二つ目は 2024 年に登場する、市民間の助け合いでお礼な

どに使える電子コミュニティーポイ ト「クマポ」であり、清掃活動やボランティア活動などをするとも

らえる。 

 地域の消費活性化も期待されており、管内の小規模事業者においても、「クマ PAY」による決済への対応

などが課題となっている。 

 

(b)（仮称）道の駅「くまがや」の開設 

 熊谷市は、令和 6（2024）年度の工事着

手を目標に、「休憩機能」「情報発信機能」

「地域連携機能」に加え、災害時には防災

機能を発現する、（仮称）道の駅「くまが

や」の整備に取り組んでいる。立地場所は、

国道 17 号熊谷バイパスと国道 125 号が

交差する場所となる。 

（仮称）道の駅「くまがや」は、熊谷流

の農業・食文化を核とした食のおもてな

し、収穫や調理を通じた食育などが体験で

きる「日本を代表する“食”のテーマパー

ク」を整備し、その取組により“くまがや

ブランド”を創造・確立・全国に発信し、

地域振興を図ることをひとつの目標とし

ている。 

出典：熊谷市「（仮称）道の駅「くまがや」概要」 
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ク 第 2 次熊谷市総合振興計画 

「第 2 次熊谷市総合振興計画（平成 30 年度～令和 9 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

後期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、①経済団体や若手商業者等との連携による魅力ある

商業地域の形成、②地域資源等を活かした新たなにぎわいの創出、③工業での「稼ぐ力」の更なる強化、

④近隣の大学等や市内中小企業団体、経済団体等との連携強化などが掲げられている。 

■基本構想（平成 30 年度～令和 9 年度） 

将来都市像 子どもたちの笑顔があふれるまち 熊谷 ～輝く未来へトライ～ 

施策の大綱 

（産業部分） 

政策 5 人が集い活力ある産業が育つまち 

本市は、農業、商業、工業、それぞれの分野で県内トップクラスに位置しており、

バランスの取れた産業都市です。引き続き、本市の経済を支える各分野の活力向上

に向けた支援策を推進します。 

また、市内企業の支援、創業支援、企業の誘致、雇用環境・就労環境の整備を推

進するとともに、産学連携の促進により、人が集い活力ある産業が育つまちをつく

ります。 

■後期基本計画（令和 5 年度～令和 9 年度） 

政策 5 人が集い活力ある産業が育つまち 

施策 2 商工業を元気にする 

 単位施策 1 やる気ある商業者・各種団体等を支援・育成する 

 単位施策 2 大型商業施設と商店街や専門店の連携を強化する 

 単位施策 3 工業を強化する 

施策 3 市内企業の支援及び企業誘致を推進する 

 単位施策 1 中小企業の振興と経営の安定を図る 

 単位施策 2 企業誘致及び市内企業の事業拡大を促進する 

施策 4 雇用の創出と安定を図り、就労を支援する 

 単位施策 1 勤労者の就労環境の整備を目指す 

 単位施策 2 女性の就労を支援する 

 単位施策 3 高齢者の就労を支援する 

施策 5 産学の連携を支援する 

単位施策 1 共同研究を促進する 

 単位施策 2 大学との連携を促進する 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市（全体）の人口は平成 12（2000）年をピークに減少傾向が続いており、今後

も減少傾向が続くことが見込まれている。このなかで当会管内は人口の減少率が高い地域である。そのた

め、小規模事業者においては、経営環境の変化に対応してビジネスモデルを再構築することが課題となる。 

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、消費者ニー

ズを改めて認識し、変化に対応することが必要である。なお、消費者ニーズの変化という面をみると、近

年は EC 販売での購買が一般的になるなど、消費者ニーズや購買行動が多様化しているという側面もある。

そのため、小規模事業者においても、多様化するニーズの一角を担い、地域社会に必要とされる持続可能

な存在になることが課題である。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、今まで以上の労働力不足となる

ことが予想されることから、デジタルテクノロジーやデータを活用した業務効率化などにより人手不足に

対応することが課題となる。 

特産品をみると、当市（全体）は、米麦二毛作地帯を形成するとともに、利根川沿いの肥沃な土地に、

野菜などが栽培され、耕地面積は田が 4,060ha、畑が 2,020ha と市域の 38.0％を占めており、多様な農作

物が生産されている。当会管内でも、これら農作物の他、五家宝や妻沼のいなり寿司などの有名な特産品

がある。これら特産品の活用は、他社商品との差別化や、商品のブランド化、高付加価値化に繋がるため、

小規模事業者も特産品を活用した商品開発や販売等が課題となる。 

観光資源では、当会管内は緑豊かで小麦・野菜等の一大産地であるとともに、複数の工業団地を擁し、
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◇企業誘致及び市内企業の事業拡大を促

進する 

いること 

エ デジタルテクノロジーやデータの活用により、業務

が効率化されていること 

オ 上記「ア」～「エ」を実現することで、多様化する

ニーズの一角を担い、地域社会に必要とされる持続

可能な存在であり続けること 

カ 起業や事業承継が活発化していること 

 

③商工会としての役割 

当会は、日頃から「地域内一番の経済団体」として、地域内企業・地域振興の発展のために役職員一丸

となって各事業に取り組んでいる。 

特に中小・小規模事業者様の支援に力を注いでおり、経営改善の普及・空き店舗活用事業などを積極的

に推進している。これらの取り組みが実を結び、平成 28 年度には経営革新計画の承認件数が埼玉県内商

工会の中で第 2 位となり、また平成 29 年には、前年度に取り組んだ商工会経営支援事業が評価され「平

成 29 年度 21 世紀商工会グランプリ」にて最高賞の“グランプリ”を受賞、全国 1,700 商工会の頂点に立

った。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

くまがや市商工会は、「小規模事業者の発展・継続こそが地域経済の活性化につながる」を目標に掲

げ、その最良の方法として、小規模事業者に対して事業計画をもとにした経営を積極的に支援していく。

具体的には、経営指導員等を中心に商工会が一体となって、小規模事業者に寄り添い、関係機関と連携

しながら経営状況の把握から需要開拓まで伴走型の支援を実施していく。そうすることで、今までの経

験や勘に頼っていた経営から計画経営を定着させ、少しでも多くの小規模事業者が様々な課題を克服し

て、事業の発展・継続につなげ、ひいては地域の活性化を図ることを目標とする。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者の経営環境の変化に対応したビジネスモデルの再構築を支援する 

【目標②】小規模事業者の地域性を生かした商品づくりや「ブランド力」の向上を支援する 

【目標③】小規模事業者のデジタルテク ロジーやデータを活用した経営の効率化（販路開拓や業務効率

化）を支援する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、小規模事業者が多様化する ーズの一角を担い、地域社会に必要

とされる持続可能な存在であり続けることを目指す。さらに、小規模事業者のなかから、事業拡大を行

う事業者を創出するなど「活力ある産業が育つまち」に寄与することを目指す。また、これらの結果と

して、雇用環境の安定化を実現する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者の経営環境の変化に対応したビジネスモデルの再構築のために、まずは外部環境を「地域

の経済動向調査」により整理する。その後、経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。

経営分析では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経

営の本質的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。 

また、経営分析等の結果から、ビジネスモデルの再構築の方向性を定め、結果を事業計画にまとめる。

さらに、策定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。事業計画の実現においては、

販売促進支援として、「彩の国ビジネスアリーナの出展支援」などを実施する。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者の地域性を生かした商品づくりを支援するため、「観光客向け商品調査」を実施する。ま

た、調査結果を基に、商品のブラッシュアップを伴走型で支援する。 

また、商品の「ブランド力」の向上では、情報発信の支援を実施する。具体的には、SNS 等の IT を活用

した情報発信を支援する。 

 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者のデジタルテクノロジーやデータを活用した経営の効率化（販路開拓や業務効率化）に向

けて、【目標①達成のための方針】の支援における各局面で IT 利活用支援を実施する。具体的には、①経

営分析支援の際に、事業者のデジタル化・IT 活用の状況を分析する、②事業計画策定支援の際に、事業計

画の策定を希望する事業者に対し、IT 専門家派遣を実施する、③販路開拓支援の際に、「IT を活用した販

路開拓の個社支援」や「SNS を活用した販売促進支援」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当会内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 

 

 

 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  
 

3.地域の経済動向調査に関すること 

(1)現状と課題 

【現状】 

 小規模事業者が経営環境の変化を把握するためのひとつの方法として、データの活用がある。当会では

現状、個社支援の際にデータを活用していたが、広く周知するに至っていなかった。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

         

 法定経営指導員 1名  経営指導員 1名

 経営指導員 2名  補助員    1名

 補助員    1名  記帳指導員 1名

 記帳専任職員 1名

 記帳指導員   1名

妻沼本所 南支所

熊谷市

産業振興部

商業観光課

事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 鈴木 久敬 

連絡先： くまがや市商工会 妻沼本所 TEL.048-588-0140 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒360-0201 

埼玉県熊谷市妻沼 1706-1 

くまがや市商工会 妻沼本所 

TEL： 048-588-0140 ／ FAX： 048-588-0033 

E-mail： kumagaya@syokoukai.jp 

 

②関係市町村 

〒360-8601 

埼玉県熊谷市宮町 2-47-1 

熊谷市 産業振興部 商業観光課 

TEL： 048-524-1111（代表）内線 499 ／ FAX： 048-525-9335 

E-mail： shogyokanko@city.kumagaya.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

必要な資金の額 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 

 経済動向調査費 50 50 50 50 50 

 需要動向調査費 100 100 150 150 150 

 経営状況分析費 750 750 750 750 750 

 事業計画策定費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 フォローアップ費 600 600 600 600 600 

 新たな需要開拓費 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

 事業評価・見直 300 300 300 300 300 

 資質向上費 150 150 150 150 150 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

商工会自己財源、国補助金、埼玉県補助金、熊谷市補助金、負担金、事業受託費 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


